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令和７年度 第１回 三朝町総合教育会議  会議録 

 

開 会 日 令和８年１月 22日（木） 

開 催 場 所 三朝町役場２階 第２会議室 

出 席 者 松浦弘幸町長、塩谷俊樹教育長 

加藤るみこ教育委員、松浦靖明教育委員 

欠 席 者 村岡麻梨教育委員 

説明等の出席者 赤坂副町長、藤井地域振興監、山口総務課長、角田教育総務課長、谷川社会教

育課長、安田図書館長、福田教育総務課長補佐、𠮷竹指導主事 

協 議 事 項 (１) 三朝町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の 

策定について 

(２) 三朝町放課後児童クラブのあり方検討の答申について 

報 告 事 項 な し 

そ の 他 (１) 教育行政に係る意見交換 

 

会 議 の 内 容 

１ 開 会 午後４時 16分 

事務局 ・ 令和７年度第１回三朝町総合教育会議を開会する。 

  

２ あいさつ  

町長 ・ 塩谷教育長が教育長になられて初めての総合教育会議となるので、今日の

議題が今後の教育行政につなげていければと思っている。 

教育長 ・ 教育長になって初めての総合教育会議ということで、総合教育会議の趣旨

をあらためて確認してきた。 

・ 町長と教育委員会が十分意思疎通を図って、町の教育のあるべき姿や課題

を共有しながら、町の教育行政を推進していく重要な会議だと思っている。 

・ 今日の議題の他に、新校舎ができた後の小中連携のあり方を早急に考えて

いかなければならないと思っている。 

・ 他にも、不登校対策、学校給食の無償化の考え方についても話をさせても

らいたいと思っている。 

  

３ 会議録署名委員 

の指名 

・ 本日の会議録署名委員は、松浦委員と加藤委員を指名する。 

  

４ 協議事項  

 事務局 (１) 三朝町立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の 

策定について 

（資料により説明） 

・ 内容について何かお気づきの点、ご意見があれば伺いたい。 

 町長 ・ 教育委員会の中では議論されたものか。 

 教育長 ・ 本日、協議はしている。 
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 町長 ・ 教育委員会に責任があるというのはわかる。 

・ この計画を作った時に、学校現場の中で責任者となるのは誰か。それをは

っきりさせておかないと、学校現場のことは学校現場で把握してもらって、

それを教育委員会で確認するとか、町との連携とか、一方的にまとまらない

話をされても困る気がする。 

・ 数値目標を示すなら、教育委員会が数値を確認するにしても、それだけの

問題で済ませず、現場が確認をしながら上げてもらうことが大事だと思う。 

 事務局 ・ 勤怠については教頭が管理しているが、学校の職員全体を見るのは校長だ

と思っている。 

・ 超過勤務の状況や先生個人の働き方については、勤怠システムで管理され

ているので、教育委員会も確認することができて、学校に対する指導もでき

る。 

 町長 ・ この計画の中にはそれが書いてない。 

 事務局 ・ 先にあった教育委員会定例会でも教育委員から指摘をいただいており、今

の町長の意見も含めて修正を行い、報告させていただきたい。 

 町長 ・ 計画に挙げるべき事項でなくても、別の形で決めておいた方が良い。 

 事務局 ・ その他、何かあれば。 

 地域振興監 ・ ３ページ「標準授業時数を大幅に上回って」という話の中で、1,086 単位

時間以上というくだりがあるが、本町は編成されているか。 

 事務局 ・ 小学校については下回っているが、中学校については数時間上回っている

ので、今年度初めに学校へ指導している。 

 事務局 ・ その他、何かあれば。 

 各出席者   （意見等なし） 

 事務局 (２) 三朝町放課後児童クラブのあり方検討の答申について 

（資料により説明） 

・ 内容について何かお気づきの点、ご意見があれば伺いたい。 

 町長 ・ 三朝らしい学童クラブとあるが、将来的にどうなるのか。 

・ 行政で全て面倒を見なさいという話になりはしないか不安感がある。 

・ 地域が運営するにしても、計画性を持ってしてもらわないといけない。 

 教育長 ・ 将来的に人数規模を見てこうしていくという話をしていかないといけな 

いということか。 

 町長 ・ 急に止めるとなっても困る。合意形成ができているなら、受入体制を作ら

ないといけないが。 

・ 地域の子どもは地域で育てるというのが一番いいが、高齢化により段々と

その意識も薄らいできている。 

 教育委員 ・ 西と東の学童クラブはかなり人数差があると思っていたが、登録数はあま

り変わらない状況にある。人口比でいうと、西の子がかなり東に行っている。 

・ 将来的に、人数規模を考えて一つにすることを検討する時期が来るだろう

という話は出ており、その目安は１つのクラブが 20 人を切ってくる辺りと

いう話だったと思う。 

 事務局 ・ その他、何かあれば。 
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 総務課長 ・ 運営状況の分析と、今後の子どもの推移、何年先が目安になるかというの

はイメージがあるか。 

 事務局 ・ 今年度から小１が１クラスとなり、今後新入学年が１クラスとなることが

見えているので、そう遠くない時期に小学校児童数が 150人くらいになる。 

・ 具体的に何年後と示すことは今はまだできないが、そこは考える必要があ

ると思っている。 

 総務課長 ・ 腹積もりは持っておいた方がいいと思う。 

 事務局 ・ その他、何かあれば。 

 地域振興監 ・ 答申の内容の具現化に向けて検討をするっていうのが、20人くらいになる

までずっと検討をするのか。目安を持っておかないと、20人になるまでいつ

というのがわからないままとなる。 

・ 検討を誰がどういった形で進めるかということもある。 

 事務局 ・ この 20 人というのが国の設置基準に基づく補助金の額が大きく変わる人

数の目安となっている。これを切ると、運営していくのに補助金が少なくな

るということも踏まえて、この数字を上げているところ。 

 地域振興監 ・ お金よりも、教育委員会としては子どもたちのためにということを考えな

くてはならないと思う。 

・ 20人というのが学童クラブを適切に運営していくべき人数の最下限である

なら、そっちの方を大事にしていかなければならない。 

 事務局 ・ 大前提として、民間委託をするというところでこの答申が出てきていると

いうところがある。 

・ もちろん子どもたちのためということはあるが、それぞれの運営団体が運

営できる人数の限界が 20人であると考えている。 

・ その他、何かあれば。 

 副町長 ・ 運営の体制が一番心配。 

・ 持続性という面もあるが、直営は指導員の確保に四苦八苦しており、東学

童は順調にいっているとのことだが、以前はトラブルが多く、委託といいな

がらその解決に職員が行ったり、人が足りない時に派遣をしたりと、半直営

のような形で運営を地域がしている実情がある。 

・ 地域が育てるというのは美しいが、管理という面では地域だけでは難しい

状況がある中では、次のことは早め早めに考える必要がある。 

・ 民間が運営する中で、イベント等で地域が関わるという形でもいい。 

・ トラブルもだが、労務管理が一番大変。そういう団体がない中では、民間

の力を借りるというのが一番いいのかなと思う。 

・ 子どもの数でなく、体制のところが危機的状況にあると見ていて思う。 

 事務局 ・ その他、何かあれば。 

 各出席者   （意見等なし） 

  

５ その他  

 事務局 (１) 教育行政に係る意見交換 

・ 聞きたいことや共有したいことがあれば発言をお願いしたい。 
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 教育長 ・ １つは、小中学校の今後のあり方を考えていかなければならないと思って

いる。スケジュールを立てて、どういう形で進めていくかを決めていかなけ

ればならない。少なくとも令和 12 年には小学校全ての学年が１クラスとな

るため、選択肢となる学校種のメリット、デメリットを出して早急に示して

いかなければならないと思っている。 

・ ２つ目は、学校給食の無償化の問題。国は月 5,200円を出すと言っている

が、三朝町はそれでは足りないので、その部分をどうしていくのか聞きたい。 

・ もう一つは、不登校について非常に切迫をしているという思いがある。具

体的には小学校で７日以上休んでいる児童が病気も含めて 50 人弱いる。中

学校も 10 人以上いる。今後も増えていくと思われる。それぞれの学校で対

策は講じているが、一人ひとりに細かい対応ができていないのが現状だと思

う。県も対策をしているが、民間のフリースクール等も含めて今後もっと考

えていかなければならないと思っており、皆さんの考えを聞いてみたい。 

 事務局 ・ 教育長から出された内容について、何か思うところがあれば意見をいただ

きたい。 

 地域振興監 ・ 給食費は 5,200円を超えるという話だったと思うが、１つは 5,200円を超

えた部分は誰が負担するのかという話、もう１つは 5,200円に抑えた給食に

するしかないと思う。 

 教育長 ・ 5,200 円を超える給食を出したとして、誰が負担するのかというところ。

保護者が出すのか、町が全部出すのか、出さないのか。 

 地域振興監 ・ 個人的には保護者が出したらいいと思う。 

 副町長 ・ 予算協議が終わっていないので話しにくい内容だが、そういう意見もある

し、実際にそういう方向で向かおうとしている団体もあることは承知してい

る。 

・ 筋論から言うと、無償化するという国の方針で、基準額が 5,200円という

ことは、5,200 円を超えるということはその団体の政策だったり特別な事情

であって、保護者には関係ない話。だとすると、超える部分は町なりが負担

をしたうえで、基準額が低すぎるという訴えをしていく方が、筋としては正

しいかもしれない。 

・ 団体ごとに考えが割れている状況であり、ここで結論的なことは難しい。 

 総務課長 ・ これは小学校だけの話か？中学校、保育園はどうするのかということもま

とめて考えていかないといけないのではないか。 

・ 親は同じなので、小学校だけ無償化というのはおかしい話になる。 

 教育委員 ・ 5,200 円という単価が高いか安いかというのは判断が難しいところだが、

なぜ小学校だけ無償化なのか、義務教育の中でというのは思う。 

・ 保育園は園によって給食費を取ったり取らなかったりがあり、中学校も家

庭によって徴収したりしなかったりというのはあると聞いている。 

・ 町全体の子育てをどう考えていくかというところに最終的にいってしまう

というのはある。 

 町長 ・ 教育委員会の意見を聞くのは大事だけど、学校給食会の中での話になると、

これまでも物価高騰分を負担するのは大変だという意見も出ていて、ただ物
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価高騰以前の問題で食材単価が上がってきたことについては上げてもらっ

ている。 

・ 定価から物価高騰分や他の町村より多い部分は町が今でも負担をして調整

しているので、最終的には政治的に決めなければいけないと思っている。 

・ 義務教育なのになぜ小学校だけということがあり、必ず中学校は無償化し

ないのかという話になる。 

・ 小中学校を無償化した時に、3,000 万円ほどの財源が必要になるが、その

部分をどこで調整するか。毎年発生する負担は、ただ予算措置するだけでな

く、教育費以外の費目も含めた調整が必要になるということは皆さんに理解

してもらう必要がある。 

・ 無償化措置している若桜と江府は小規模団体。大山はやり始めたら多額の

負担が必要になり、ふるさと納税を充てていたが、毎年無償化の要望を出し

ている状況。 

・ 国は無償化と言っているが、実際は 5,200円以上は負担しなければならず、

負担軽減という表現に変えてきている。 

・ 地産地消の取り組みは継続して行ってきており、それは残していかなけれ

ばならないが、コストがかかる。 

・ 5,200 円を超える部分については、メニューの考え方について意見される

ことも考えられるので、保護者にも負担をしてもらうということは大事。 

・ 考え方について、中学校も合わせていくことが大事。 

・ 教材部分について町がもう少し負担をした方がいい部分がないか見直しを

して、その代わり給食費の個人負担は残すよというような形で進めていかな

いと、最近の行政負担は行き過ぎたところもある。 

・ 不登校はそれぞれケースが異なるので難しい面がある。 

 事務局 ・ その他、何かあれば。 

 各出席者   （意見等なし） 

  

６ 閉 会  

事務局 それでは、以上をもって令和７年度第１回三朝町総合教育会議を閉会する。 

  

 午後５時 11分 
 


